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ＨＰ ＤＩＯ目次に戻る ＤＩＯバックナンバー

〈視 点〉

「勤労者の立場に立った行政改革」

戦後、片山内閣の下で労働省が設立され今年の９月でちょうど50年になる。労働省の設立を最後に新た

な省は設置されていないことから今回省庁の再編が行われるとすれば戦後半世紀ぶりの大きな改革とな

る。労働省の設置は占領統治下でＧＨＱの意向が強かったとされているが、それだけでなくこの背景に

は戦前から営々と続いてきた労働組合運動の血のにじむような努力なくしてはできなかった。当時、吉

田首相は大日本帝国憲法の下、労働省の設置が勅令でできるにもかかわらず「将来の日本の民主的な政

治体制に極めて重要な役割を果たすと思われる労働省の設置は、むしろ間もなく施行される新憲法によ

り、民主的な国会審議を経て、全く新しいものの中から発足させてこそ民主的社会の先駆者ともなるべ

き労働省設置の意義がある」（斎藤邦吉「労働省設置当時の思い出」労働行政25年史）との観点から故

意に労働省の設置を遅らせたが、その後の選挙で思わぬ敗北を期し片山内閣に設立の栄誉を与えたとさ

れる。初代労働大臣には海員組合出身の米窪満亮氏が就任した。米窪氏はその潔癖ぶりは有名で、大臣

になっても公用車は一切私用には用いなかった。友人が集まって大臣の就任祝いを開いたところ、米窪

は一升徳利をぶら下げて一人で電車に乗って現われたという。彼の清貧ぶりは極めつけで終生金には縁

がなかった。氏は労働省新設当日、初代労働大臣として省員一同に、「労働省は労働者並びに一般勤労

者階級のために、サービス省であると同時に能率省たるべきこと」を訓示したが、その後それが労働省

の憲訓となっていることをまことに欣快であると叙述している（歴代労相と戦後労働行政秘史）。労働

省の設立は広く国民から支持された。労働省発足に当たって総同盟は、「一国産業の根幹をなす労働国

策の総合的な樹立とその強力な実施のために労働省を設置せよとの要求が労働者階級とくに労働組合か

ら叫ばれて既に久しい。戦前におけるこの要求が労働組合法をはじめ総ての労働立法に反対し、労働者

の地位の向上はおろか、その団結権をも否認しつづけた資本家階級の容るる道理がなく、政府もまたつ

いにこのことをなさずして敗戦に至った。いま労働省の実現を見るにおよんでまず何よりも全労働者の

喜びを表明すべきであろう。」と賛辞を贈っている。
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ひるがえって、昨今の行政改革論議をみると、まず省庁の数ありきの論議が先行し、行政改革のそもそ

も論についての議論がみられない。政府の行政改革委員会の案では労働行政に関しては厚生省と統合し

「雇用福祉省」とすることが提言されている。しかし統合の意図が明確ではない。もちろん我々は「福

祉」や「国民生活」という政策課題が非常に重要であると考えるが、厚生省と労働省を統合しこうした

名前を冠した省を作ればこうした課題が達成されるわけではない。むしろその統合の仕方によっては国

民生活や労働組合運動にも大きな打撃をもたらす可能性が高い。行政組織のあり方を考える場合には過

去の歴史を踏まえつつ新しい時代の要請に合致した組織を作らなければならない。

新たな行政組織のあり方を模索する場合、その制度ができた当初と現代における社会の環境条件の違い

が重要となる。国民生活面に関しては、雇用者のウエイトの増大、高齢化社会の進展、経済のグローバ

ル化の進展といった動きが重要である。現行の労働力調査で把握可能な昭和28年の雇用者比率は42.4％

にすぎなかったのに対し、平成８年の雇用者比率は82.1％と５人のうち４人が勤労者として生計を維持

している。すなわち政府の行政の視点は勤労者の生活向上にこそに向けられなければならない。また、

経済のグローバル化や社会の高齢化が進展する中、我が国経済の活力を維持し、ゆとりある生活を実現

していくためにはその経済を支える勤労者が生きがいを持って生き生きと働ける環境を整備していかな

ければならない。今いわれている「雇用福祉省」（もしくはそれに類した省）を作るという案はこうし

た面から問題が大きいことを指摘したい。

第１は、労働運動からみた問題である。現在の動きは、半世紀前労働省ができた流れ、すなわち内務省

社会局－厚生省－労働省といった一連の動きからみて明らかな逆行である点である。これは単に行政形

態が変わったということではなく、その背景に社会政策から労働政策を分離独立させるといった大きな

思想の転換がある。すなわち労働市場における契約は福祉政策とは異なり独自、公正な市場契約による

ものであるべきとの考え方がある。戦後労働行政が厚生行政から独立した意義はここにある。こうした

必要性は我が国が経済発展をとげ国民生活が豊かになる中でむしろ重要性を増してきている。市場経済

の下で円滑な労使関係を維持することは生産力の基盤として重要であるとともに民主主義の基盤となる

ものであり、福祉とは峻別して考えなければならない。50年前の人々はそれを理解していたからこそ労

働省の設置を新しい時代の象徴として歓迎したのである。現在のこうした改革論議をする学者や経営者

のいったいどれくらいがこうした観点を認識しているのだろうか。
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第２は、経済上の問題である。雇用者比率の高まりは行政の中心に勤労者が位置しなくてはならないこ

とを意味する。現在のように、市場経済が行き渡り、ほとんどの国民が雇用者としての生活を営まなけ

ればならない社会においては雇用という就業形態から派生する様々な問題を包括的に捉える組織が不可

欠である。このうち最も大きな問題はいうまでもなく「失業問題」である。雇用者である限りこの問題

は避けて通れない、しかもこの恐怖は諸外国と比べ少ないとはいえ我が国においても着実に増加してき

ている。現在先進各国で「雇用」もしくは「労働」という言葉を冠した省のない国はない。アメリカ、

フランスは「労働省」、若年者の雇用問題の厳しいイギリスは「雇用教育省」、社会保障に労使の意見

を反映させる観点からドイツは「労働社会省」と呼び方こそ異なるものの実態は労働行政であり、福祉

行政と労働行政が独立して存在している。雇用問題に関する政府の脇の甘さは将来雇用面で大きな禍根

を残すおそれがある。また、現在我が国においては経済の活性化の観点から「規制緩和」が積極的に推

進されようとしている。規制緩和は産業界における政府の規制をなくしていくことを意味し、政府の産

業所管部門の大幅な削減を意味する。しかしこのことは何も人々を産業革命当時の悲惨な状況に戻すこ

とを意味しない以上、何らかの「セーフティ・ネット」の構築が不可欠である。いやむしろこうした制

度の充実がなければ規制緩和を積極的に推進しえないと考えるべきである。労使関係面では政府の規制

に代わる産業自治の重要性が増し、そこでの合意をバックアップする形で行政が展開していくことが必

要となる。これは基本的に福祉の「措置」という考え方とは異なるもので、労使の自助努力、産業民主

主義の実現が基本にある。しかし現在政府の審議会のうち公労使３者構成をとっているのは唯一労働省

の審議会だけである。

また、我が国の将来についてみた場合、とくに資源の少ない我が国においては世界に誇れる唯一の資源

としての人的ストックをいかに蓄積、向上させてしていくかが重要な国家課題であり、知識基盤型の産

業を振興するための人的能力開発は不可欠である。これは産業政策や教育政策と共通の課題でもあり、

労使が中心となって目標を設定し、それを国が側面から支援していくことが求められる。福祉とは全く

異なった政策立案過程が求められる。

福祉行政と労働行政の統合は本来労働行政に求められているこうした面を歪めることによって将来の我

が国経済の活力を失わせることにもつながりかねない。
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第３は、現在の厚生行政の問題である。現在の厚生行政は福祉や社会政策といった側面よりむしろ医薬

品業界を中心とした業所管官庁的性格を色濃く持っている。薬害エイズ問題も本来国民の生命を守るべ

き行政と業界を所管する行政が明確に分離されていなかったため被害を大きくしたといわれている。ま

た、医療保険改革にしても医療費負担の増大だけが先行し、肝心の医療の供給側の改革がほとんど行わ

れていないなどその弊害が指摘されている。今回の行政改革に当たっても当初は業所管的部分は産業関

係の省と統合するのが基本といわれていたにも関わらずこと医療、薬事行政に関して議論がなされてい

ないのはなぜだろうか。いずれにせよこうした業所管官庁の論理と国民生活あるいは労働行政の論理は

大きな隔たりがある。省庁の統合に当たっては年金問題等本来勤労者の生活に大きく影響する部分は労

働行政に統合し労使の意見が反映するのが望ましい選択肢の１つとして考えられようが（ドイツの労働

社会省はそのよい例）、医療や薬事といった業所管部分についてまで統合するのは国民生活を守ってい

く上で問題が多い。あくまでも勤労者生活の安全確保のための監視機能にとどめるべきである。

現在我々が求めているのは、省庁の数の削減ではなく、来るべき国際化、高齢化の下で人々が安心して

暮らすことができる活力ある社会を実現していくための組織である。そのためには働く者の立場が行政

に的確に反映される仕組みが整備される必要があり、こうした理念を国民に明確に示す必要がある。グ

ローバル化の進展の中、勤労の尊さを国民が認識しつつ我が国経済の活力の維持をいかに図っていく

か、積極的な対応を期待したい。

ＨＰ ＤＩＯ目次に戻る ＤＩＯバックナンバー
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〈寄 稿〉

「望まれる21世紀高齢化社会に向けて」

電力総連会長代理 細 見 節 夫

１．「文明」に占領される「文化」

「良き頭は良き文明を、善き心は善き文化を生む」といわれるが、より快適で裕福な生活を追い求めて

いくことは人間の欲望であり、どんどん肥大化していく。

このことが現代社会に、幾多の問題を投げかけていることを強く意識し、改善をしていかなくてはなら

ない。増大を続ける夏場の電力消費に見られるように人の文明に対する欲望はどんどん膨み続け、大量

なエネルギーを消費している。しかしエネルギーは、限りある資源であり、未来に亘って使っていかな

ければならない貴重なものであり「今が快適ならばそれでいい」という発想から、大至急転換を図って

いかなければならず、いまこそ「文化と文明のバランス」が問われているといえる。

本来、「文明」は「文化」を補完すべきものであるにも関わらず、現代社会では、「文明」が「文化」

を飲み込んでしまおうとしている。現在求められている構造改革は、大量消費型現代文明から善き心か

ら生まれる善き文化を取り戻す改革としなければならない。

２．規制緩和は両刃の剣
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自由な競争と創造的な活動により、社会全体を活性化しようとして進められてきた規制緩和も一定の軌

道に乗ってきた感がする。しかし、それが進むに連れて「市場原理の導入」を優先するあまり、無秩序

な競争や自由競争の激化・環境対策などの国民生活に、負の効果が出る状況も危惧されている。

特に、21世紀に向けて最も重要な課題とされる「超高齢化対策」に対しては、市場原理を追求するあま

り生活実態とミスマッチとなる恐れを含んでいる。高齢化対策は、地域の活性化を中心にＮＰＯ・ボラ

ンティアの活用など、従来までの市場原理には含まれない「営利目的でない属人的な要素」の活用が重

要なポイントであると思われる。

このことは「ただ安くなれば良い」といった物量優先の考え方を推し進めていくことから、ある程度の

「質」を高めていくという考え方が必要であり、現在進められている規制緩和の流れの中には見えてこ

ない状況にある。

グローバリゼーションが進む21世紀社会において世界の市場主義化は避けて通れないものの、その一方

で少子高齢化社会などに向けた政策ニーズも高まってきている。つまり、これからは、市場と社会的規

制とをどのように調和させていくかといったバランスをとった視点が最も重要と考える。

そうした面から、超高齢化社会の到来に対しては、現在進められている市場原理優先の「規制緩和」は

大きな落とし穴が隠されているのではないか。弱者への配慮や消費者の保護、地域社会への配慮など

「社会の質」を維持･向上させていくことが大前提であり、高齢化と規制緩和がミスマッチを起こさない

よう双方向からの検討が極めて重要である。

３．電力産業の規制緩和

電気事業が地域独占で認可料金制であること、又、電気料金の為替レートによる比較において割高であ

るということなどから電力産業に対する市場開放や電気料金の引下げ、さらなる経営効率化などの社会

的要請は一段と強まりつつある。このことは、戦後の経済社会システムをベースにした価値観が、グ
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ローバル化等の社会・経済の変化との間に齟齬を来している。電力サービスの公益性の論理も市場の競

争原理優先の指向により、否定されかねない状況にもなり始めている。

新しい時代における電力産業の課題は、グローバリゼーションにおける市場主義への適応とエネルギー

セキュリティや供給責任をはじめとする公益的社会性の確保とをどのように調和バランスさせていくか

が最も重要なポイントであり、更に電力産業と地域社会との関わりにおいても原子力問題をはじめ「個

と全体の調和」をどのようにはかっていくかについて、新しい時代認識に立った取り組みが求められて

いると考える。

４．21世紀へのキーワード

電力総連では、「我々はどのような21世紀の社会を目指すのか、そしてそのためにどのような取り組み

や運動をすべきか」の視点から、「プロスペクト21研究会」を設置し検討を重ねてきた。

21世紀の目指すべき社会においては、少子高齢化が国民生活に極めて重要なファクターであり、このこ

とを基軸にすべての物事を考えていく必要があるといえる。

電気事業およびその関連産業は、その公益的性格と事業の特性から地域社会と密接な共存関係にある。

したがって少子高齢化社会における企業と地域社会との新たな関係を創造していく必要があり、電気事

業が社会的信頼の上に成り立つものである以上、その事業運営は少子高齢化社会に貢献するものでなけ

ればならない。

電力総連は、全国すべての地域に組織を有しているとともに、事業の性格や事業場の持性から地元で働

く者も多く、地域社会に深く溶け込んでおり、そうした面から地域社会コミュニティや各種団体のネッ

トワークづくりの基礎となる人的、機能的な資源を有している。したがって、今後重要となるヒューマ

ンコミュニティのネットワーク創りや、労働組合としてその一翼を担う運動は、電力総連がチャレンジ

すべき新たな課題である。
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このように少子高齢化の課題は、社会全体の課題であると同時に電力総連自らの運動方向を示唆するも

のであり、市場経済原理だけでは律しきれない「社会の質を高め、調和を図りながら社会に貢献す

る。」公益産業の使命を果たす立場で、新しい課題に前向きかつ積極的に対応していくことが、結果的

に組合員の幸せにつながるものと確信している。

ＨＰ ＤＩＯ目次に戻る ＤＩＯバックナンバー
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＜ロンドン通信２＞

ブレアー政権が成立し早くも３カ月が過ぎようとしている。まだ当分蜜月は続きそうな感じである。７

月２７日のＴｈｅＳｕｎｄａｙＴｉｍｅｓによれば、９月８日にはＢｌａｉｒ’ｓＨｕｎｄｒｅｄＤａ

ｙｓ（ブレアー政権の１００日）という本が出版される予定である。その一部の抜粋が３頁に渡りＮｅ

ｗｓＲｅｖｉｅｗに掲載されている。著者は、現在無任所大臣（ｍｉｎｉｓｔｅｒｗｉｔｈｏｕｔｐｏ

ｒｔｆｏｌｉｏ）として内閣の政策調整に当たっているマンデルソンの首席秘書官をしているドレイ

パー（ＤｅｒｅｋＤｒａｐｅｒ）である。ブレアーを取り巻く政権内部の動きがわかり興味深い。今回

は、経済政策やその他主要な政策形成との関連でこれまでの新聞や雑誌の記事をもとに、新労働党内閣

の特徴を中心にまとめてみたい。

関連する内閣の構成は下図の通りである。労働党の４巨頭（“ｂｉｇｇｕｎｓ”ｏｒＢｉｇＦｏｕｒ）

は、首相のブレアー、大蔵大臣のブラウン、副首相のプレスコット、外務大臣のクックと言われてい

る。それにイギリス政府すなわちホワイトホール（Ｗｈｉｔｅｈａｌｌ）で政策形成と調整の中心的役

割を果たしているのがマンデルソンである。このブレアー政権の第１の特徴は、すでによく言われてい

るように、クリントンの選挙戦略を採用したことと大統領形式の内閣運営を志向していることである。

前述の本の抜粋でも、ブレアー首相ではなくブレアー大統領という感じをうける。マンデルソンは、ア

メリカの大統領首席補佐官と同様の役割を果たそうとしている。政府内部に政治的任命ポストが増加し

たのもその一つの現れである。野党の保守党は、政治的ポストが多過ぎることとそれらが秘密文書への

アクセスが容易になることを問題点としてとりあげていた。政治的ポストの一つとして実質的にブレ

アー首相の首席秘書官の役割を果たしているのがポーウエルである。彼は、ワシントンで一等書記官と

してイギリス大使館に勤めていたときに、ブレアーなど労働党のリーダーをクリントンの側近に紹介し

たのを契機としてブレアーの秘書官をしていた。第２の特徴は、政府の政策委員会（ｐｏｌｉｃｙｕｎ

ｉｔｓ）や作業委員会（ｔａｓｋｆｏｒｃｅｓ）の委員長に産業界のリーダーを迎い入れていることで

ある。旧労働党では考えられない産業界とのつながりをブレアーは重視していることを示している。こ

れをマスコミは、ＢＢＣ（ｔｈｅＢｌａｉｒｉｔｅｂｕｓｉｎｅｓｓｃｉｒｃｌｅ）とも呼んでいる。
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ＢＰの前会長スミス卿（ＳｉｒＤａｖｉｄＳｍｉｔｈ）が貿易政策と単一市場担当ミニスターに、バー

クレイ銀行の社長テイラー（ＭａｒｔｉｎＴａｙｌｏｒ）が税と社会給付関係の作業委員会の委員長

に、ブルーデンシャルの社長デイビス卿（ＳｉｒＰｅｔｅｒＤａｖｉｓ）がｗｅｌｆａｒｅ－ｔｏ－ｗ

ｏｒｋ作業委員会の委員長に、ロンドンビジネススクールの学長ベイン（ＰｒｏｆｅｓｓｏｒＧｅｏｒ

ｇｅＢａｉｎ）が低賃金委員会の議長に、それぞれ就いている。またトッテナムホッツパー・アムスト

ラッドの会長シュガー（ＡｌａｎＳｕｇａｒ）は、産業大学の関係でビジネス関連の講義を若者にする

ことを要請されている。第３は、首相始め主要閣僚が４０代ないし５０代前半と若いことである。当然

閣僚を補佐するミニスターや補佐官も４０代の人が多い。野党に下野した保守党が党再建のため３０代

のヘイグ（Ｈａｇｕｅ）を党首に選んだことも興味深い。日本では考えられないことと言えよう。

経済政策形成の要は、大蔵大臣のブラウンである。ブレアーと党首を競った仲である。これまでの中央

銀行の改革、最初の予算（７月２日）では比較的好意的に受け入れられている。ただし、現在の過熱気

味の景気を財政面から抑えるのに力不足で、金融政策で金利の引き上げに依存しているため、ポンドが

オーバーシュート気味になり輸出産業に悪影響を与えていることで非難されている。いま１人特に注目

すべきは、社会保障省の№２であるフィールドである。彼は抜本的な年金改革案を著書：ＨｏｗＴｏＰ

ａｙＦｏｒＴｈｅＦｕｔｕｒｅのなかで提唱している。これはベヴァレッジ以来の大改革と言われてい

る。実際には、年金の抜本的見直し作業が社会保障ミニスターデンハムのもとで行われることが７月１

７日に発表されている。フィールドの考えがどの程度受け入れられるかが注目される。

次回はブラウンの最初の予算を中心に考えてみたい。

ブレアー内閣の主要な経済関係閣僚：（カッコ内は年齢）

首相：TonyBlair（44） 副首相：JohnPrescott（58）

無任所：PeterMendelson（43） 大蔵大臣：Gordon Brown（46）

首席秘書官：JonathanPowell 社会保障大臣：HarrietHarman（46）

Minister:JohnDenham

Deputy:FrankField

貿易大臣：MargaretBeckett（54）

労働市場担当ミニスター：IanMcCartney
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